
 

問題（総則・物権）  

 

 Ａは乙地を所有している。この土地はＡが先代から相続した土地であり、遊休地となっ

ている。他方、不動産販売・仲介業を営むＢは、甲地を所有している。また、Ｄは、当時、

Ｂの妻であるとともに、Ｂの事務所の事務員（全部で６人のうちの１人）として、帳簿上

で物件管理および経理面での事業を手伝っていた。  

 ２００１年９月頃、Ｂは、Ａのもとを訪れ、自分の名刺をＡに渡し、Ａに対して、「自

分は、その展開する事業のために甲地の周辺で事務所の敷地として使用できる物件を探し

ていたところ、乙地が最適であると判断した」と告げた。そして、「乙地を譲ってくれる

なら、自分が現在所有している甲地を乙地と交換にＡに譲渡しよう」と申入れた。その際、

Ｂは、「甲の周辺では近々大規模な宅地開発が始まり、土地の価格が急上昇すると見込ま

れること、自分としては甲地は手放したくない物件の一つだが、乙地周辺での事業拡大の

ためには甲地を見返りとして提供してまでも乙地を是非とも取得したい」と語った。そし

て、同時に、甲地周辺での宅地開発計画についての甲地所在地であるＫ市作成の関係図

書・図面の写しおよびＳ土地家屋調査士作成の甲地・乙地それぞれの評価書をＡに交付し

た。  

 これを受けて、Ａは、両地の交換に応じることとし、２００２年３月１０日に、この旨

を記した契約書を作成した。そして、同月１２日に、それぞれの土地につき所有権移転登

記がされるとともに、Ａ、Ｂそれぞれが取得した土地の引渡しを受けた。  

 同年４月２０日に、Ｂは、同業者であるＣに乙地を２８００万円で売却し、同日、代金

全額の支払いを受けるとともに、乙地をＣに引き渡した。なお、Ｃが複数の債権者に対す

る債務を負担していたことから、乙地の登記名義は、当分の間、Ｂのもとにとどめておく

ことにした。  

 同年１０月２日、甲地・乙地の交換を申し入れる際に、ＢがＡに示した書面がいずれも

巧妙に偽造されたものであることが発覚した。この偽造は、Ｂが主導して行ったものであ

り、その作成にあたってはＤもその意図を理解したうえで協力していた。Ａが調査したと

ころ、甲地の時価は７００万円であったばかりか、甲地周辺はたしかに１９９０年頃に大

規模開発計画が持ち上がったが、その後の経済変動を受けて、その計画は具体化されずに

終わっていた。他方、乙地の時価は２０００万円であった。  

 

 Ａは、同日以降、Ｂの事務所を何度も訪れて苦情を申し立て、善処を求めたが、いっこ

うに埒があかないため、同年１０月１２日に、Ｂに対して、交換契約を取消すとの書面を、

配達証明つきの内容証明郵便で送りつけた。この書面は、同月１４日にＢの事務所に到達

し、Ｂによって受領され、開封された。  

 なお、同年８月頃、Ｂが他の女性と不倫の関係に陥ったことが判明したことから、Ｂ・

Ｄ間で離婚の話が持ち上がっていた。Ｂは、協議離婚に応じることとし、離婚の条件につ

いて折り合いがついたことから、同年１１月２５日に、離婚届を市役所に提出した。そし

て、Ｂは、Ｄとの間で、翌２６日に、Ｄへの財産分与として乙地をＤに譲渡する旨を記入

した「財産分与契約書」を作成、署名捺印し、同月２９日に、Ｄへの所有権移転登記を了



した。  

 現在は、２００３年１２月１６日である。Ｂは、取消の意思表示を記したＡの郵便がつ

いたことをＣに連絡していなかった。Ｄにも、この事実は伏せられていた。Ａも、Ｂに上

記書面を郵送したものの、Ｃに対しては何らの連絡もしていない。  

 

 (1)Ａは、Ｄにいかなる請求をすることができるか。  

 (2)Ａは、Ｃに対して、いかなる請求をすることができるか。  

 (3)Ｃは、Ｄに対して、いかなる請求をすることができるか。  

 について、Ｄ（(1)と (3)について）及びＣの反論（ (2)について）を考慮して考察しなさ

い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


